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平成２６年（厚）第３７０号

平成２６年１０月３１日裁決

主文

　本件再審査請求を棄却する。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、国民年金法（以下

「国年法」という。）による障害基礎年金及

び厚生年金保険法（以下「厚年法」という。）

による障害厚生年金（以下、併せて「障害

給付」という。）の支給を求めるというこ

とである。

第２　再審査請求の経過

１　請求人は、初診日を平成○年○月○日

とする脳幹部梗塞（以下「当該請求傷

病」という。）により障害の状態にある

として、平成○年○月○日（受付）、厚

生労働大臣に対し、いわゆる事後重症に

よる請求として障害給付の裁定を請求し

た（以下「本件裁定請求」という。）。

２　厚生労働大臣は、平成○年○月○日付

で、請求人に対し、「請求のあった傷病（脳

幹部梗塞）について、請求日である平成

○年○月○日現在の障害の状態は、相当

因果関係のない傷病（平成○年○月○日

発症の小脳出血、平成○年○月○日発症

の腰部打撲・腰椎圧迫骨折）が混在して

おり、当該請求傷病のみの障害の状態を

認定することができないため。」という

理由により本件裁定請求を却下する旨の

処分（以下「原処分」という。）をした。

３　請求人は、原処分を不服とし、標記の

社会保険審査官に対する審査請求を経

て、当審査会に対し、再審査請求をした。

第３　当審査会の判断

１　いわゆる事後重症による請求として障

害厚生年金を受給するためには、裁定請

求日における障害の状態が厚年法施行令

（以下「厚年令」という。）別表第１に定

める障害等級３級以上の程度に該当しな

ければならない。そして、障害の状態が

国年法施行令 (以下「国年令」という。)

別表に定める障害等級１級又は２級に該

当する者には、障害厚生年金に併せて障

害基礎年金が支給される。

２　本件の場合、当該傷病に係る初診日が

平成○年○月○日であることは、本件資

料により明らかであり、かつ、当事者間

にも争いがないと認められるところ、前

記第２の２記載の理由によりなされた原

処分に対し、請求人はこれを不服として

いるのであるから、本件の問題点は、提

出されたａ病院ｂ科・Ａ医師（以下「Ａ

医師」という。）作成の平成○年○月○

日現症に係る同月○日付診断書（以下「本

件診断書」という。）などの資料に基づ

いて、裁定請求日における請求人の当該

請求傷病による障害の状態がいかなるも

のであり、それが厚年令別表第１に定め

る３級の程度以上に該当しているかどう

かについて判断できると認められるかど

うかである。

３　請求人の当該請求傷病による障害は、

主として肢体の機能に係るものと認めら

れるところ、これにより１級及び２級の

障害給付が支給される障害の状態につい

て、１級については、国年令別表の９号

に、「前各号に掲げるもののほか、身体

の機能の障害又は長期にわたる安静を必

要とする病状が前各号と同程度以上と認

められる状態であつて、日常生活の用を

弁ずることを不能ならしめる程度のも

の」（９号）が、２級については、国年

令別表の１５号に、「前各号に掲げるも

ののほか、身体の機能の障害又は長期に

わたる安静を必要とする病状が前各号と

同程度以上と認められる状態であつて、

日常生活が著しい制限を受けるか、又は

日常生活に著しい制限を加えることを必

要とする程度のもの」が、それぞれ掲げ

られており、また、３級の障害厚生年金

が支給される障害の状態については、厚

年令別表第１の１２号に、「前各号に掲

げるもののほか、身体の機能に、労働が

著しい制限を受けるか、又は労働に著し

い制限を加えることを必要とする程度の
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障害を残すもの」、及び、その１４号に、

「傷病が治らないで、身体の機能又は精

神若しくは神経系統に、労働が制限を受

けるか、又は労働に制限を加えることを

必要とする程度の障害を有するものであ

つて、厚生労働大臣が定めるもの」が掲

げられている。

そして、これらの障害の程度を認定

するためのより具体的な基準として、社

会保険庁により発出され、同庁の廃止後

は厚生労働省の発出したものとみなされ

て、引き続き効力を有するものとされ、

当審査会においても障害の状態の認定及

び給付の公平を期するための尺度とし

て、これに依拠するのが相当であると考

える「国民年金及び厚生年金保険障害認

定基準」( 以下「認定基準」という。)

が定められているところ、その第２には

障害認定に当たっての基本的事項が、ま

た、第３第１章には各種の障害ごとに認

定の基準と要領が示されている。そして、

本件の場合、請求人の当該請求傷病によ

る障害は、肢体の機能の障害と認められ

るから、第１章「第７節／肢体の障害」

の「第４　肢体の機能の障害」に定めら

れているところによってその程度を認定

するのが相当である。

認定基準によると、障害認定に当たっ

ての基本的事項として、１級については、

身体の機能の障害又は長期にわたる安静

を必要とする病状が日常生活の用を弁ず

ることを不能ならしめる程度のものとす

るとされており、この日常生活の用を弁

ずることを不能ならしめる程度とは、他

人の介助を受けなければほとんど自分の

用を弁ずることができない程度のもの

で、例えば、身のまわりのことはかろう

じてできるが、それ以上の活動はできな

いもの又は行ってはいけないもの、すな

わち、病院内の生活でいえば、活動の範

囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

であり、家庭内の生活でいえば、活動の

範囲がおおむね就床室内に限られるもの

であり、２級については、身体の機能の

障害又は長期にわたる安静を必要とする

病状が、日常生活が著しい制限を受ける

か又は日常生活に著しい制限を加えるこ

とを必要とする程度のものとし、この日

常生活が著しい制限を受けるか又は日常

生活に著しい制限を加えることを必要と

する程度とは、必ずしも他人の助けを借

りる必要はないが、日常生活は極めて困

難で、労働により収入を得ることが出来

ない程度のものとされ、例えば、家庭内

の極めて温和な活動（軽食作り、下着程

度の洗濯等）はできるが、それ以上の活

動はできないもの又は行ってはいけない

もの、すなわち、病院内の生活でいえば、

活動の範囲がおおむね病棟内に限られる

ものであり、家庭内の生活でいえば、活

動の範囲がおおむね家屋内に限られるも

のであるとされ、また、３級については、

労働が著しい制限を受けるか又は労働に

著しい制限を加えることを必要とする程

度のものとするとされている。

認定基準第３第１章の「第７節（以下

「本節」という。）／肢体の障害」の「第

４　肢体の機能の障害」によれば、肢体

の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわ

たる障害（脳血管障害、脊髄損傷等の脊

髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー

等）の場合には、本節「第１上肢の障害」、

「第２　下肢の障害」及び「第３　体幹・

脊柱の機能の障害」に示したそれぞれの

認定基準と認定要領によらず、「第４肢

体の機能の障害」として認定するとされ、

肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、

筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常生活における動作の状態から身体機

能を総合的に認定するとされ、各等級に

相当すると認められるものを一部例示す

ると次のとおりであるとされている。

障害の程度 障･害･の･状･態

１級 １.･一上肢及び一下肢の用を全
く廃したもの

２.･四肢の機能に相当程度の障
害を残すもの

２級 １.･一上肢及び一下肢の機能に
相当程度の障害を残すもの

２.四肢に機能障害を残すもの
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３級 一上肢及び一下肢に機能障害を
残すもの

そして、身体機能の障害の程度と日

常生活における動作の障害との関係を参

考として示すと、「用を全く廃したもの」

とは、日常生活における動作のすべて

が「一人で全くできない場合」又はこれ

に近い状態をいい、「機能に相当程度の

障害を残すもの」とは、日常生活におけ

る動作の多くが「一人で全くできない場

合」又は日常生活における動作のほとん

どが「一人でできるが非常に不自由な場

合」をいい、「機能障害を残すもの」とは、

日常生活における動作の一部が「一人で

全くできない場合」又はほとんどが「一

人でできてもやや不自由な場合」をいう

とされている。

４　そうして、裁定請求日当時の請求人の

状態は、本件診断書によれば、障害の原

因となった傷病名には当該請求傷病が掲

げられた上で、診断書作成医療機関にお

ける初診時（平成○年○月○日）所見

は、左片麻痺・左手不自由及び歩行障害

（左下肢のひきずり・つまずき）を認め

たとされ、現在までの治療の内容等は、

外来通院にて投薬・リハビリテーション

継続中とされ、障害の状態（平成○年○

月○日現症）は、左体幹・左手足に感覚

麻痺及び運動麻痺が認められたと図示さ

れ、麻痺の外観（失調性）、起因部位（脳

性）、種類及びその程度（感覚麻痺（鈍

麻））、腱反射は両上肢（正常）、両下肢

（消失）、バビンスキー反射などの病的反

射はなく、排尿・排便障害、褥瘡又はそ

の痕跡は未記入、脊柱の障害欄は斜線で

抹消され、握力（ｋｇ）は、右（２６）、

左（１８）、手（足）指関節の他動可動

域をみると、左の中手指節間関節（ＭＰ）、

近位指節間関節（ＰＩＰ）の他動可動域

は、参考可動域に対し、いずれも２分の

１以下に制限されている部位はなく、四

肢関節他動可動域も、左右の肘関節（屈

曲＋進展）及び左股関節（屈曲＋伸展）

が参考可動域に対して５分の４以下に制

限されているが、右股関節（屈曲＋伸展）

には制限がなく、他の関節にも有意な可

動域制限は認められない。左上下肢関節

運動筋力では、肩関節（外転）、股関節（屈

曲、外転）で半減とされているが、その

他は全てやや減ないし正常であり、日常

生活における動作の障害の程度をみる

と、左上肢機能に関連する項目では、タ

オルを絞る（水をきれる程度）（両手）、

ひもを結ぶ（両手）、さじで食事をする、

顏を洗う（顔に手のひらをつける）、用

便の処置をする（ズボンの前のところに

手をやる、尻のところに手をやる）、上

衣の着脱（かぶりシャツを着て脱ぐ、ワ

イシャツを着てボタンをとめる）（両手）

は、一人でできるが非常に不自由、つま

む（新聞紙が引き抜けない程度）、握る（丸

めた週刊誌が引き抜けない程度）は、一

人でできてもやや不自由、左下肢機能に

関連する項目では、片足で立つが一人で

全くできないとされており、歩く（屋内・

屋外）、立ち上がる、階段を上る、階段

を下りるは、いずれも、一人でできるが、

支持があればできるがあるいは手すりが

あればできるが非常に不自由と判断され

ている。平衡機能は、閉眼で起立・立位

保持の状態は、不安定で、開眼での直線

の１０ｍ歩行の状態は、多少転倒しそう

になるがどうにか歩き通し、補助用具と

して、杖を常時（起床より就寝まで）使

用し、現症時の日常生活活動能力及び労

働能力は、日常生活全般において自立は

困難であり、労働能力はなく、予後は、

固定、備考には、「腰部打撲・腰椎圧迫

骨折は現在完治しており、現在の症状は

脳幹部梗塞によるものである。」とされ

ている。

そうして、保険者の照会に対するＡ医

師作成の平成○年○月○日付「障害給付

年金請求書にかかる照会事項について」

と題する書面によると、本件診断書の記

載が、Ａ医師作成の平成○年○月○日現

症にかかる同年○月○日付診断書（以下

「平成○年○月現症診断書」という。）と

比べ、１年間に歩行障害等の増悪が顕著

であると考えられるが、障害悪化の原因
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について、同医師は、加齢による筋力、

体力（含む気力）の低下が主な原因と考

えるとし、原因と思われるのは、「元々

脳梗塞の麻痺があるに加え、第２腰椎圧

迫骨折（平成○．○．○～○．○．○）で廃

用症候群も加わったもの」と回答してい

る。さらに、保険者の照会に対するｃ病

院（以下「ｃ病院」という。）・Ｂ医師（以

下「Ｂ医師」という。）作成の平成○年

○月○日付「障害給付年金請求書にかか

る照会事項について」と題する書面によ

ると、請求人は、平成○年○月○日、平

成○年○月○日、さらには、平成○年○

月○日に脳梗塞を発症してｃ病院を受診

しており、平成○年の脳梗塞発症後に、

それ以前より明らかに不自由が増加した

かどうかについての照会に対して、Ｂ医

師は、「Ｈ○脳梗塞以後に不自由が増加

したといえる」とし、さらに、平成○年

○月○日○時○分頃、めまい、嘔気、嘔

吐繰り返し、救急要請、搬入時ＣＴにて

小脳出血を認め入院、血腫は手術適応が

少なく、保存療法にて経過をみたとされ、

起床時のめまいの症状が改善困難だった

が、食事は十分摂取できており、リハビ

リテーションと試験外泊を行い、社会復

帰に向けての今後の予防などを説明し、

同年○月○日に自宅退院となり、神経症

状としては、脳梗塞に小脳出血が加わり、

不自由は増していると記載している。

また、Ｂ医師作成の平成○年○月○日

付受診状況等証明書によると、当時の診

療録より記載したものとされた上で、傷

病名は当該請求傷病に「（左橋部）」と付

記され、発病年月日は平成○年○月○日、

発病から初診までの経過等は、平成○年

○月○日午前中に起き上がる時にフラツ

キがあり、通勤電車の中でもフラツキが

あった為、一度帰宅し、しばらく休息し

た後、職場に行ったが、気分不良であっ

た為早退し、翌日になっても症状が変化

せず、右手のこわばり、違和感があった

為、ｄ病院を受診し、当院を紹介された

とされ、初診から終診までの治療内容及

び経過の概要は、入院時、意識は清明で

あるが、右上肢の脱力感、感覚障害を認

め、歩行時に右に傾く傾向があり、握力

右３７ｋｇ左４２ｋｇで、ＭＲＩでは、

左橋部に梗塞を認め、今回の責任病巣と

考えられたとされ、その他テント上にも

数か所の梗塞所見を認め、ＭＲＡで右中

大脳動脈の狭窄所見を認めたが、ＳＰＥ

ＣＴでは左右差はなく、椎骨脳底動脈系

の血流は低下し、治療はトロンボキサン

Ａ２阻害薬を投与し、臨床経過は良好で、

入院時の症状は殆ど改善した為、退院と

なったとされている。

また、Ｂ医師作成の平成○年○月○日

現症にかかる平成○年○月○日付診断書

（以下「平成○年○月現症診断書」とい

う。）によれば、傷病名には当該請求傷

病に「（左橋部）」と付記され、障害の状

態（平成○年○月○日現症）としては、

握力右４５ｋｇ、左４８ｋｇと記載され

ているのみであり、関節可動域及び運動

筋力、日常生活動作の障害の程度、補助

用具使用状況等については、当時の記

録がないために記入できないとされてい

る。

以上の各資料によれば、請求人は、平

成○年○月○日に、起立時のフラツキ、

気分不良があり、翌日も右手のこわばり、

違和感があったため、ｃ病院に入院、意

識は清明で、右上肢の脱力感、感覚障害、

歩行時に右に傾く傾向、ＭＲＩで脳幹

部（左橋部）に梗塞、テント上にも数か

所の梗塞を認め、ＭＲＡで右中大脳動脈

の狭窄があったが、ＳＰＥＣＴで、椎骨

脳底動脈系の血流低下があるも、左右差

はなく、血小板凝集阻害薬（トロンボキ

サンＡ２阻害薬）による治療を受け、入

院時の症状は殆ど改善したため、退院と

なり、平成○年○月○日の握力は右４５

ｋｇ、左４８ｋｇであった。その後、平

成○年○月○日○時○分頃、めまい、嘔

気、嘔吐を繰り返し、ｃ病院を受診し、

ＣＴで小脳出血を認め、保存的療法にて

経過をみたとされ、リハビリテーション

などにより、起床時のめまいの改善は困

難であったが、食事は十分摂取でき、退
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院となった。そうして、平成○年○月○

日当時の状態は、脳梗塞に小脳出血が加

わり、不自由は増しているとされており、

平成○年○月現症診断書に比べ、本件診

断書では日常生活動作の障害の程度が増

悪している原因として、加齢による筋力、

体力（気力）の低下の他に、平成○年○

月○日発症の小脳出血、さらには、平成

○年○月○日から同年○月○日まで加療

を受けた第２腰椎圧迫骨折に起因する障

害の状態が加わったものと、Ｂ医師は回

答している。そうすると、当該請求傷病

による障害の状態と、認定対象とするこ

とのできない当該請求傷病とは別の傷病

（小脳出血、第２腰椎圧迫骨折）に起因

する障害が混在していると認められ、本

件診断書に基づいて、また、本件診断書

に併せて提出されている他のいかなる資

料を参考にしても、裁定請求日における

請求人の当該請求傷病による障害の状態

がいかなるものであり、それが国年令別

表及び厚年令別表第１に定めるいかなる

程度に該当するかどうかについて、これ

を判断することはできない。

なお、請求人は、診断書の傷病名は

脳幹部梗塞であるが、一連の脳血管性疾

病（脳卒中）として審査すべき旨を主張

している。しかしながら、初診日を平成

○年○月○日とする脳幹部梗塞の治療後

に、入院時の症状は殆ど改善したとされ

ており、その後に新たに、平成○年○月

○日に小脳出血を発症したのであって、

これら２つの傷病の初診日を同一日とす

ることはできず、また、まとめて一連の

脳血管性疾病（脳卒中）による障害とし

て、その状態を判断することもできない。

さらに、請求人は、骨折の影響は残存し

ていないと思われるが、疑念が残るので

あれば歩行障害についてある程度調整さ

れることは、やむを得ないと主張してい

るが、既に説示しているように、第２腰

椎圧迫骨折のための治療を受けた期間の

前後に相当する平成○年○月現症診断書

に記載されている障害の状態と、平成○

年○月○日現症として記載された本件診

断書の内容及び障害の状態には大きな相

違が認められるところ、これら２つの診

断書を作成したＡ医師は、脳梗塞の麻痺

があるのに加え、第２腰椎圧迫骨折で廃

用症候群も加わって、歩行障害等の増悪

が認められるとしているのであるから、

第２腰椎圧迫骨折による日常生活動作の

障害に対する影響を完全に否定すること

はできないし、また、歩行障害等の日常

生活動作の障害のうち、どの部分が当該

請求傷病（脳幹部梗塞）によるものであ

り、どの部分が別傷病である第２腰椎圧

迫骨折に起因する障害か、また、加齢、

別傷病による廃用症候群によるものか、

これらを客観的かつ公正、公平に区別し

て判断することはできない。

５　以上のように、提出されたいかなる資

料によっても、裁定請求日における請求

人の当該請求傷病による本件障害の状態

がどのようなものであるかについて、こ

れを認定・判断することができないので

あるから、原処分は相当であり、これを

取り消すことはできず、本件再審査請求

は理由がないので ､これを棄却すること

とし、主文のとおり裁決する。
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